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国道２５２号「滝スノーシェッド」 
（金山町）災害復旧事業が「全建賞」を 
受賞しました！           

１ 全建賞の概要 
 （１）概要 
   日本の建設技術の発展に寄与することを目的として昭和28年に設けられた賞であり、建設 
   技術の活用並びに公共事業の進め方やストックの運用の工夫などにより特出した成果のあっ 
   た事業を実施した機関を表彰するものです。 
 （２）今回の表彰状況 
   全国から297事業の応募があり、60事業が選出された。このうち「平成23年7月新潟・ 
   福島豪雨」の災害から滝スノーシェッドが表彰されました。 
２ 受賞事業の概要 
   事業名     国道252号 道路災害復旧事業 滝スノーシェッド 
   受賞機関  福島県会津若松建設事務所 
   実施期間  平成23年9月2日～平成24年8月20日 

 被災状況  全面供用の状況 

［事業概要と評価］  
本災害復旧事業においては、降雪期前での迂回路の通行
困難が予測されたため、降雪期前まで5ヶ月という限られ
た時間の中で、道路管理者・コンサルタント・施工会社
等が一体となって対応し、約3ヶ月半後に暫定供用、約
5ヶ月後に全面供用できた点が評価された。 
［施工者］ 
滝谷建設工業(株) 
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■「森と住まいのエコポイント事業」募集を開始しました！ 

 県は、森林環境の保全と再生、地域住宅産業の活性化、被災者等の住宅再建を促進するため、県
産木材を使用して木造住宅を建設（新築・増改築・購入）する建築主に対して、県産の農林水産品
等と交換可能なポイントを交付します。 
 
 １ 事業名 「福島県森と住まいのエコポイント事業」 
 ２ 交付の要件 
   （１）県内に自ら居住するための木造住宅であること 
   （２）施工者の主たる営業者が県内にあること 
   （３）平成26年4月1日以降に着手している住宅であること 
   （４）主要構造材（柱・梁・桁・土台）及び間柱（厚さ27mm以上）において、延床面 
      積に応じて一定量以上の県産木材を使用している住宅であること 
 ３ 申請期間 
    平成26年7月1日（火）～平成27年2月27日（金） 
    ※ポイント発行申請は、木造住宅ｎ建設等の完了後に受け付けます。 
    ※ポイント発行総数が予算枠に達した時点で募集終了となります。 
 ４ ポイント数 
    1棟あたり20万ポイント（1ポイント＝1円相当） 
    ※被災者・避難者の場合は、30万ポイント 
 ５ 交付棟数  
    最大120棟 
 ６ 申請方法  
    申請書を事務局（福島県木材協同組合連合会）へ郵送・持参 
 ７ その他  
   詳細は、建築指導課ホームページhttp://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41065b/ 

■【県土木部全体】平成２３年度被災・災害復旧事業の進捗状況（平成２６年7月１日現在） 
 
・東日本大震災  着手 ８５%  完了 ６５％ 
・新潟・福島豪雨 着手 100%  完了 9５% 
・台風１５号   着手  9８%  完了 9６% 
 
※率の算定は事業実施箇所数に対し、事業着手した箇所数の 
割合を着工率、事業完了した箇所数の割合を完了率、として 
算出しています。 
※帰還困難区域等の査定が未実施の箇所は含まれていません。 
今後の査定実施により対象が増加する場合があります。 


